
共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

函館市 はこだてし ○

夕張郡 由仁町 ゆにちょう ○

苫前郡 羽幌町 はぼろちょう ○ ○

白糠郡 白糠町 しらぬかちょう ○ ○

青森県 八戸市 はちのへし ○ ○

盛岡市 もりおかし ○ ○ ○ ○

宮古市 みやこし ○ ○

久慈市 くじし ○

遠野市 とおのし ○

一関市 いちのせきし ○ ○

岩手郡 岩手町 いわてまち ○ ○

上閉伊郡 大槌町 おおつちちょう ○ ○

下閉伊郡 岩泉町 いわいずみちょう ○

九戸郡 洋野町 ひろのちょう ○ ○

栗原市 くりはらし ○ ○

大崎市 おおさきし ○ ○

横手市 よこてし ○ ○

大館市 おおだてし ○ ○ ○

湯沢市 ゆざわし ○ ○ ○ ○

由利本荘市 ゆりほんじょうし ○ ○ ○ ○ ○

大仙市 だいせんし ○ ○

北秋田市 きたあきたし ○ ○ ○ ○

にかほ市 にかほし ○ ○

北秋田郡 上小阿仁村 かみこあにむら ○ ○ ○ ○

山本郡 三種町 みたねちょう ○ ○

南秋田郡 五城目町 ごじょうめまち ○ ○

仙北郡 美郷町 みさとちょう ○

雄勝郡 羽後町 うごまち ○ ○ ○ ○

雄勝郡 東成瀬村 ひがしなるせむら ○ ○

市町村名（よみ）

北海道

岩手県

宮城県

秋田県

都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

○激甚災害の指定等に伴う国庫補助率のかさ上げについて、告示した市町村数
 【４２道府県４９１市町村】

○措置の概要
・農地
　　基本補助率 50％
　　　　⇒ 暫定法嵩上げ後平均補助率 約 87％（過去５か年平均：約 86％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒  激甚法嵩上げ後平均補助率 約 98％（過去５か年平均：約 97％）

　
・農業用施設（水路、ため池、農道等）
     基本補助率 65％
　　　  ⇒ 暫定法嵩上げ後平均補助率 約 95％（過去５か年平均：約 95％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒  激甚法嵩上げ後平均補助率 約 99％（過去５か年平均：約 99％）

・林道
　　基本補助率 65％・50％
        ⇒ 暫定法嵩上げ後平均補助率 約 87％（過去５か年平均：約 83％）

                                                  ⇒  激甚法嵩上げ後平均補助率 約 95％（過去５か年平均：約 94％）

　
　※上記の括弧書きの補助率は過去５か年(令和２年～令和６年)の平均補助率

・農林水産業共同利用施設   基本補助率 2/10　　⇒　　激甚法嵩上げ後補助率 9/10

○告示地域の一覧は下表のとおり

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ
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市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

鶴岡市 つるおかし ○ ○ ○ ○

酒田市 さかたし ○ ○ ○ ○ ○

新庄市 しんじょうし ○ ○

寒河江市 さがえし ○ ○

村山市 むらやまし ○ ○ ○ ○

尾花沢市 おばなざわし ○ ○ ○ ○

西村山郡 西川町 にしかわまち ○ ○

西村山郡 大江町 おおえまち ○ ○

最上郡 最上町 もがみまち ○ ○ ○ ○

最上郡 舟形町 ふながたまち ○ ○

最上郡 真室川町 まむろがわまち ○ ○ ○ ○

最上郡 大蔵村 おおくらむら ○ ○ ○ ○

最上郡 鮭川村 さけがわむら ○ ○

最上郡 戸沢村 とざわむら ○ ○ ○ ○

西置賜郡 飯豊町 いいでまち ○ ○ ○ ○

東田川郡 庄内町 しようないまち ○ ○

飽海郡 遊佐町 ゆざまち ○ ○ ○ ○

喜多方市 きたかたし ○ ○

大沼郡 会津美里町 あいづみさとまち ○

西白河郡 西郷村 にしごうむら ○

西白河郡 矢吹町 やぶきまち ○

鹿沼市 かぬまし ○

日光市 にっこうし ○

小山市 おやまし ○ ○

さくら市 さくらし ○ ○

那須烏山市 なすからすやまし ○ ○

那須郡 那須町 なすまち ○

渋川市 しぶかわし ○ ○

安中市 あんなかし ○

利根郡 みなかみ町 みなかみまち ○

川崎市 かわさきし ○ ○

小田原市 おだわらし ○ ○ ○

秦野市 はだのし ○ ○

伊勢原市 いせはらし ○ ○ ○ ○

南足柄市 みなみあしがらし ○ ○

足柄上郡 中井町 なかいまち ○ ○

足柄上郡 大井町 おおいまち ○ ○

足柄上郡 松田町 まつだまち ○

足柄上郡 山北町 やまきたまち ○ ○

足柄下郡 湯河原町 ゆがわらまち ○ ○

新潟市 にいがたし ○ ○

長岡市 ながおかし ○ ○

十日町市 とおかまちし ○

村上市 むらかみし ○ ○ ○ ○

糸魚川市 いといがわし ○ ○

五泉市 ごせんし ○ ○

上越市 じょうえつし ○

佐渡市 さどし ○ ○ ○ ○

南魚沼市 みなみうおぬまし ○ ○

南蒲原郡 田上町 たがみまち ○ ○

東蒲原郡 阿賀町 あがまち ○ ○ ○ ○

三島郡 出雲崎町 いずもざきまち ○

中魚沼郡 津南町 つなんまち ○

岩船郡 関川村 せきかわむら ○ ○

福島県

山形県

栃木県

群馬県

神奈川県

新潟県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ
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市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

富山市 とやまし ○ ○ ○

高岡市 たかおかし ○ ○ ○

魚津市 うおづし ○

氷見市 ひみし ○ ○ ○ ○ ○

滑川市 なめりかわし ○ ○ ○

黒部市 くろべし ○ ○

砺波市 となみし ○ ○

小矢部市 おやべし ○ ○

南砺市 なんとし ○ ○ ○ ○

射水市 いみずし ○ ○ ○

中新川郡 舟橋村 ふなはしむら ○ ○

中新川郡 上市町 かみいちまち ○ ○

中新川郡 立山町 たてやままち ○ ○

下新川郡 入善町 にゅうぜんまち ○

金沢市 かなざわし ○ ○ ○ ○ ○

七尾市 ななおし ○ ○ ○ ○ ○

小松市 こまつし ○ ○ ○ ○

輪島市 わじまし ○ ○ ○ ○

珠洲市 すずし ○ ○ ○ ○

加賀市 かがし ○ ○

羽咋市 はくいし ○ ○

かほく市 かほくし ○ ○

白山市 はくさんし ○ ○

能美郡 川北町 かわきたまち ○ ○

河北郡 津幡町 つばたまち ○ ○ ○ ○

河北郡 内灘町 うちなだまち ○ ○

羽咋郡 志賀町 しかまち ○ ○ ○ ○ ○

羽咋郡 宝達志水町 ほうだつしみずちょう ○ ○

鹿島郡 中能登町 なかのとまち ○ ○ ○ ○

鳳珠郡 穴水町 あなみずまち ○ ○ ○ ○

鳳珠郡 能登町 のとちょう ○ ○ ○ ○ ○

福井市 ふくいし ○ ○

勝山市 かつやまし ○ ○

あわら市 あわらし ○ ○

越前市 えちぜんし ○ ○

坂井市 さかいし ○ ○

丹生郡 越前町 えちぜんちょう ○ ○

三方上中郡 若狭町 わかさちょう ○ ○

石川県

福井県

富山県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ
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市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

飯田市 いいだし ○

小諸市 こもろし ○

駒ヶ根市 こまがねし ○

塩尻市 しおじりし ○

佐久市 さくし ○

千曲市 ちくまし ○

安曇野市 あづみのし ○

北佐久郡 軽井沢町 かるいざわまち ○

北佐久郡 御代田町 みよたまち ○

北佐久郡 立科町 たてしなまち ○

諏訪郡 富士見町 ふじみまち ○

上伊那郡 辰野町 たつのまち ○ ○

下伊那郡 阿智村 あちむら ○

下伊那郡 下條村 しもじょうむら ○ ○

下伊那郡 泰阜村 やすおかむら ○

下伊那郡 喬木村 たかぎむら ○ ○

下伊那郡 豊丘村 とよおかむら ○

下伊那郡 大鹿村 おおしかむら ○

木曽郡 上松町 あげまつまち ○

木曽郡 南木曽町 なぎそまち ○ ○

東筑摩郡 生坂村 いくさかむら ○

東筑摩郡 筑北村 ちくほくむら ○

北安曇郡 池田町 いけだまち ○

北安曇郡 白馬村 はくばむら ○ ○

上高井郡 高山村 たかやまむら ○

下高井郡 野沢温泉村 のざわおんせんむら ○ ○

上水内郡 信濃町 しなのまち ○

上水内郡 飯綱町 いいづなまち ○ ○

下水内郡 栄村 さかえむら ○ ○

高山市 たかやまし ○ ○

瑞浪市 みずなみし ○ ○

羽島市 はしまし ○ ○

恵那市 えなし ○

飛騨市 ひだし ○

郡上市 ぐじょうし ○ ○

下呂市 げろし ○ ○

海津市 かいづし ○ ○

養老郡 養老町 ようろうちょう ○ ○

不破郡 垂井町 たるいちょう ○ ○

揖斐郡 揖斐川町 いびがわちょう ○ ○

静岡市 しずおかし ○

浜松市 はままつし ○

沼津市 ぬまづし ○ ○

島田市 しまだし ○ ○

富士市 ふじし ○

掛川市 かけがわし ○ ○

伊豆市 いずし ○ ○

牧之原市 まきのはらし ○ ○

榛原郡 川根本町 かわねほんちょう ○ ○

周智郡 森町 もりまち ○ ○

豊橋市 とよはしし ○ ○

新城市 しんしろし ○ ○

津市 つし ○ ○ ○ ○

松阪市 まつさかし ○ ○

名張市 なばりし ○ ○

亀山市 かめやまし ○

熊野市 くまのし ○ ○

伊賀市 いがし ○ ○

多気郡 多気町 たきちょう ○ ○

多気郡 大台町 おおだいちょう ○ ○

度会郡 大紀町 たいきちょう ○ ○

三重県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ
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市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

滋賀県 高島市 たかしまし ○ ○

綾部市 あやべし ○

宮津市 みやづし ○ ○

亀岡市 かめおかし ○ ○

京丹後市 きょうたんごし ○

南丹市 なんたんし ○

船井郡 京丹波町 きょうたんばちょう ○

茨木市 いばらきし ○

河内長野市 かわちながのし ○ ○

大阪狭山市 おおさかさやまし ○ ○

豊能郡 能勢町 のせちょう ○

神戸市 こうべし ○

洲本市 すもとし ○ ○

加古川市 かこがわし ○

西脇市 にしわきし ○

三木市 みきし ○

小野市 おのし ○

三田市 さんだし ○

丹波篠山市 たんばささやまし ○

南あわじ市 みなみあわじし ○ ○

淡路市 あわじし ○ ○

宍粟市 しそうし ○

加東市 かとうし ○

佐用郡 佐用町 さようちょう ○ ○

美方郡 香美町 かみちょう ○ ○

美方郡 新温泉町 しんおんせんちょう ○ ○

大和郡山市 やまとこおりやまし ○ ○

五條市 ごじょうし ○

生駒市 いこまし ○

宇陀市 うだし ○ ○

山辺郡 山添村 やまぞえむら ○ ○

吉野郡 吉野町 よしのちょう ○ ○

橋本市 はしもとし ○ ○

田辺市 たなべし ○ ○ ○

紀の川市 きのかわし ○ ○

伊都郡 かつらぎ町 かつらぎちょう ○ ○

伊都郡 九度山町 くどやまちょう ○

伊都郡 高野町 こうやちょう ○ ○

有田郡 湯浅町 ゆあさちょう ○

有田郡 広川町 ひろがわちょう ○

有田郡 有田川町 ありだがわちょう ○ ○ ○

日高郡 由良町 ゆらちょう ○

日高郡 印南町 いなみちょう ○ ○

日高郡 みなべ町 みなべちょう ○ ○

東牟婁郡 那智勝浦町 なちかつうらちょう ○

東牟婁郡 古座川町 こざがわちょう ○ ○

米子市 よなごし ○ ○

倉吉市 くらよしし ○ ○

八頭郡 智頭町 ちづちょう ○

東伯郡 琴浦町 ことうらちょう ○

西伯郡 伯耆町 ほうきちょう ○

日野郡 日南町 にちなんちょう ○

日野郡 江府町 こうふちょう ○ ○

京都府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

大阪府

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

松江市 まつえし ○ ○

浜田市 はまだし ○

出雲市 いずもし ○ ○ ○

益田市 ますだし ○

大田市 おおだし ○ ○

江津市 ごうつし ○

雲南市 うんなんし ○ ○ ○

仁多郡 奥出雲町 おくいずもちょう ○ ○ ○

飯石郡 飯南町 いいなんちょう ○ ○

邑智郡 美郷町 みさとちょう ○

邑智郡 邑南町 おおなんちょう ○ ○

鹿足郡 吉賀町 よしかちょう ○ ○

岡山市 おかやまし ○

津山市 つやまし ○ ○ ○ ○

井原市 いばらし ○

総社市 そうじやし ○

高梁市 たかはしし ○ ○

新見市 にいみし ○ ○

備前市 びぜんし ○ ○

赤磐市 あかいわし ○ ○

真庭市 まにわし ○ ○ ○

美作市 みまさかし ○ ○

和気郡 和気町 わけちょう ○ ○

小田郡 矢掛町 やかげちょう ○

勝田郡 勝央町 しょうおうちょう ○ ○

勝田郡 奈義町 なぎちょう ○ ○

英田郡 西粟倉村 にしあわくらそん ○ ○

久米郡 久米南町 くめなんちょう ○ ○

久米郡 美咲町 みさきちょう ○ ○

加賀郡 吉備中央町 きびちゅうおうちょう ○ ○

広島市 ひろしまし ○

三原市 みはらし ○ ○

尾道市 おのみちし ○ ○

福山市 ふくやまし ○ ○

府中市 ふちゅうし ○ ○

三次市 みよしし ○ ○

庄原市 しょうばらし ○ ○

東広島市 ひがしひろしまし ○ ○

安芸高田市 あきたかたし ○ ○ ○ ○

江田島市 えたじまし ○

山県郡 安芸太田町 あきおおたちょう ○ ○

山県郡 北広島町 きたひろしまちょう ○ ○

神石郡 神石高原町 じんせきこうげんちょう ○ ○

下関市 しものせきし ○ ○ ○ ○

宇部市 うべし ○ ○

山口市 やまぐちし ○ ○

萩市 はぎし ○ ○ ○ ○

岩国市 いわくにし ○ ○ ○

光市 ひかりし ○

長門市 ながとし ○ ○

柳井市 やないし ○ ○

周南市 しゅうなんし ○ ○ ○ ○

熊毛郡 田布施町 たぶせちょう ○ ○

美馬市 みまし ○ ○ ○ ○

三好市 みよしし ○ ○ ○

勝浦郡 上勝町 かみかつちょう ○ ○

名東郡 佐那河内村 さなごうちそん ○ ○

名西郡 神山町 かみやまちょう ○ ○ ○ ○

那賀郡 那賀町 なかちょう ○ ○

板野郡 板野町 いたのちょう ○ ○

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

東かがわ市 ひがしかがわし ○ ○

三豊市 みとよし ○ ○

小豆郡 土庄町 とのしょうちょう ○ ○

木田郡 三木町 みきちょう ○

綾歌郡 綾川町 あやがわちょう ○

松山市 まつやまし ○

今治市 いまばりし ○ ○ ○ ○

西条市 さいじょうし ○ ○ ○ ○

大洲市 おおずし ○ ○

西予市 せいよし ○ ○ ○

上浮穴郡 久万高原町 くまこうげんちょう ○ ○ ○ ○

喜多郡 内子町 うちこちょう ○ ○ ○ ○

北宇和郡 鬼北町 きほくちょう ○ ○ ○ ○

安芸市 あきし ○ ○

須崎市 すさきし ○ ○

宿毛市 すくもし ○ ○

四万十市 しまんとし ○ ○

香南市 こうなんし ○

香美市 かみし ○ ○ ○ ○

安芸郡 北川村 きたがわむら ○ ○

安芸郡 馬路村 うまじむら ○ ○

長岡郡 本山町 もとやまちょう ○ ○

長岡郡 大豊町 おおとよちょう ○

土佐郡 大川村 おおかわむら ○ ○ ○

吾川郡 いの町 いのちょう ○ ○ ○

吾川郡 仁淀川町 によどがわちょう ○ ○

高岡郡 佐川町 さかわちょう ○ ○

高岡郡 梼原町 ゆすはらちょう ○ ○ ○ ○

高岡郡 津野町 つのちょう ○ ○ ○ ○

高岡郡 四万十町 しまんとちょう ○ ○

幡多郡 三原村 みはらむら ○ ○

幡多郡 黒潮町 くろしおちょう ○ ○

北九州市 きたきゅうしゅうし ○ ○

飯塚市 いいづかし ○ ○

田川市 たがわし ○ ○

柳川市 やながわし ○

八女市 やめし ○ ○ ○ ○

行橋市 ゆくはしし ○ ○

豊前市 ぶぜんし ○ ○

筑紫野市 ちくしのし ○ ○

太宰府市 だざいふし ○ ○

うきは市 うきはし ○ ○

宮若市 みやわかし ○

嘉麻市 かまし ○

朝倉市 あさくらし ○ ○

みやま市 みやまし ○

糸島市 いとしまし ○ ○

那珂川市 なかがわし ○ ○

糟屋郡 宇美町 うみまち ○ ○

嘉穂郡 桂川町 けいせんまち ○ ○

田川郡 添田町 そえだまち ○ ○

田川郡 川崎町 かわさきまち ○ ○

田川郡 赤村 あかむら ○ ○

京都郡 みやこ町 みやこまち ○ ○

築上郡 築上町 ちくじょうまち ○ ○

愛媛県

香川県

高知県

福岡県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

佐賀市 さがし ○ ○

唐津市 からつし ○ ○

多久市 たくし ○ ○ ○

伊万里市 いまりし ○ ○

武雄市 たけおし ○ ○

鹿島市 かしまし ○ ○

小城市 おぎし ○ ○ ○

嬉野市 うれしのし ○ ○ ○ ○

神埼市 かんざきし ○ ○

東松浦郡 玄海町 げんかいちょう ○

西松浦郡 有田町 ありたちょう ○ ○

藤津郡 太良町 たらちょう ○ ○

長崎市 ながさきし ○

佐世保市 させぼし ○ ○

島原市 しまばらし ○ ○

諫早市 いさはやし ○ ○

大村市 おおむらし ○ ○

平戸市 ひらどし ○ ○

松浦市 まつうらし ○ ○

対馬市 つしまし ○ ○

壱岐市 いきし ○ ○

五島市 ごとうし ○ ○

雲仙市 うんぜんし ○ ○

南島原市 みなみしまばらし ○ ○

東彼杵郡 東彼杵町 ひがしそのぎちょう ○ ○

東彼杵郡 川棚町 かわたなちょう ○ ○

東彼杵郡 波佐見町 はさみちょう ○ ○ ○ ○

北松浦郡 小値賀町 おぢかちょう ○

北松浦郡 佐々町 さざちょう ○ ○

熊本市 くまもとし ○ ○

八代市 やつしろし ○ ○ ○

水俣市 みなまたし ○ ○

山鹿市 やまがし ○ ○ ○

菊池市 きくちし ○ ○

上天草市 かみあまくさし ○ ○

宇城市 うきし ○ ○

阿蘇市 あそし ○ ○

天草市 あまくさし ○ ○

下益城郡 美里町 みさとまち ○ ○

玉名郡 南関町 なんかんまち ○ ○

玉名郡 長洲町 ながすまち ○ ○

玉名郡 和水町 なごみまち ○ ○

菊池郡 菊陽町 きくようまち ○

阿蘇郡 南小国町 みなみおぐにまち ○ ○

阿蘇郡 小国町 おぐにまち ○ ○

阿蘇郡 産山村 うぶやまむら ○ ○

阿蘇郡 南阿蘇村 みなみあそむら ○ ○

上益城郡 御船町 みふねまち ○ ○

上益城郡 甲佐町 こうさまち ○ ○

上益城郡 山都町 やまとちょう ○ ○ ○

葦北郡 芦北町 あしきたまち ○

球磨郡 多良木町 たらぎまち ○

球磨郡 水上村 みずかみむら ○ ○ ○ ○

球磨郡 五木村 いつきむら ○

球磨郡 山江村 やまえむら ○ ○ ○

球磨郡 球磨村 くまむら ○

球磨郡 あさぎり町 あさぎりちょう ○ ○

天草郡 苓北町 れいほくまち ○ ○ ○ ○

佐賀県

長崎県

熊本県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

大分市 おおいたし ○ ○

別府市 べっぷし ○ ○ ○ ○

中津市 なかつし ○ ○ ○

日田市 ひたし ○ ○ ○ ○

佐伯市 さいきし ○ ○ ○ ○

臼杵市 うすきし ○ ○ ○ ○

津久見市 つくみし ○ ○

竹田市 たけたし ○ ○

豊後高田市 ぶんごたかだし ○ ○ ○ ○

杵築市 きつきし ○ ○ ○ ○

宇佐市 うさし ○ ○ ○ ○

豊後大野市 ぶんごおおのし ○ ○ ○ ○

由布市 ゆふし ○ ○ ○ ○

国東市 くにさきし ○ ○ ○ ○

速見郡 日出町 ひじまち ○ ○

玖珠郡 九重町 ここのえまち ○ ○

玖珠郡 玖珠町 くすまち ○ ○

宮崎市 みやざきし ○ ○ ○ ○

都城市 みやこのじょうし ○ ○

延岡市 のべおかし ○ ○

日南市 にちなんし ○ ○ ○ ○

小林市 こばやしし ○ ○

日向市 ひゅうがし ○ ○ ○ ○

串間市 くしまし ○ ○

西都市 さいとし ○ ○ ○

えびの市 えびのし ○ ○

北諸県郡 三股町 みまたちょう ○ ○

西諸県郡 高原町 たかはるちょう ○ ○

東諸県郡 国富町 くにとみちょう ○ ○

東諸県郡 綾町 あやちょう ○ ○

児湯郡 西米良村 にしめらそん ○ ○ ○ ○

児湯郡 木城町 きじょうちょう ○ ○

児湯郡 川南町 かわみなみちょう ○ ○

児湯郡 都農町 つのちょう ○

東臼杵郡 門川町 かどがわちょう ○

東臼杵郡 諸塚村 もろつかそん ○ ○ ○

東臼杵郡 椎葉村 しいばそん ○ ○ ○

東臼杵郡 美郷町 みさとちょう ○ ○ ○ ○

西臼杵郡 高千穂町 たかちほちょう ○ ○ ○

西臼杵郡 日之影町 ひのかげちょう ○ ○ ○ ○

西臼杵郡 五ヶ瀬町 ごかせちょう ○ ○ ○

大分県

宮崎県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



共同利用
施設

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

暫定法
嵩上げ①
（※１）

暫定法
嵩上げ②
（※２）

激甚法
嵩上げ

（※３）

激甚法
嵩上げ

（※４）

市町村名（よみ）都道府県 郡名 市町村名

災害復旧事業（農地・農業用施設・林道・共同利用施設）の告示地域一覧
（令和７年３月12日　官報掲載）

農地・農業用施設 林道

鹿児島市 かごしまし ○ ○

鹿屋市 かのやし ○ ○

枕崎市 まくらざきし ○ ○

阿久根市 あくねし ○ ○ ○ ○

出水市 いずみし ○ ○

指宿市 いぶすきし ○ ○

西之表市 にしのおもてし ○ ○

垂水市 たるみずし ○ ○

薩摩川内市 さつませんだいし ○ ○ ○ ○

日置市 ひおきし ○ ○ ○ ○

曽於市 そおし ○ ○

霧島市 きりしまし ○ ○ ○ ○

いちき串木野市 いちきくしきのし ○ ○

南さつま市 みなみさつまし ○ ○ ○ ○

志布志市 しぶしし ○ ○

奄美市 あまみし ○ ○

南九州市 みなみきゅうしゅうし ○ ○ ○ ○

伊佐市 いさし ○ ○

姶良市 あいらし ○ ○ ○

薩摩郡 さつま町 さつまちょう ○ ○ ○

出水郡 長島町 ながしまちょう ○ ○

姶良郡 湧水町 ゆうすいちょう ○ ○

曽於郡 大崎町 おおさきちょう ○ ○ ○

肝属郡 錦江町 きんこうちょう ○ ○ ○ ○

肝属郡 南大隅町 みなみおおすみちょう ○ ○ ○

熊毛郡 中種子町 なかたねちょう ○ ○

熊毛郡 南種子町 みなみたねちょう ○ ○

熊毛郡 屋久島町 やくしまちょう ○ ○ ○

大島郡 宇検村 うけんそん ○

大島郡 瀬戸内町 せとうちちょう ○

大島郡 徳之島町 とくのしまちょう ○ ○ ○

大島郡 天城町 あまぎちょう ○ ○ ○ ○

大島郡 伊仙町 いせんちょう ○ ○

大島郡 和泊町 わどまりちょう ○

大島郡 知名町 ちなちょう ○

大島郡 与論町 よろんちょう ○

名護市 なごし ○ ○

国頭郡 国頭村 くにがみそん ○ ○ ○ ○

国頭郡 大宜味村 おおぎみそん ○ ○ ○ ○

国頭郡 東村 ひがしそん ○

国頭郡 本部町 もとぶちょう ○ ○

島尻郡 久米島町 くめじまちょう ○ ○

鹿児島県

沖縄県

※１　暫定法第３条第３項の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（単年災害分）の補助率の嵩上げ
※２　暫定法第３条の２の規定に基づく農地・農業用施設又は林道（連年災害分）の補助率の嵩上げ
※３　激甚法第５条の規定に基づく農地・農業用施設又は林道の補助率の嵩上げ
※４　激甚法第６条の規定に基づく共同利用施設の補助率の嵩上げ



農地海岸
農地

地すべり
林地荒廃
防止施設

地すべり
防止施設

（林野庁所管）

漁港 漁港海岸

激甚法
嵩上げ

（※１）

激甚法
嵩上げ

（※１）

激甚法
嵩上げ

（※１）

激甚法
嵩上げ

（※１）

激甚法
嵩上げ

（※１）

激甚法
嵩上げ

（※１）

山形県 ○

石川県 ○ ○ 〇 ○ ○ ○

富山県 氷見市 ひみし ○

七尾市 ななおし ○ ○

輪島市 わじまし ○ ○

珠洲市 すずし ○ ○

羽咋郡 志賀町 しかまち ○ ○

鳳珠郡 穴水町 あなみずまち ○ ○

鳳珠郡 能登町 のとちょう ○ ○

※１　激甚法第３条第１項に基づく国庫負担率の嵩上げ

○激甚災害の指定に伴う国庫負担率の嵩上げについて、告示した市町村数【農林水産省所管分】
 【２県７市町村】

○措置の概要
　公共土木施設【農林水産省所管分】　激甚法嵩上げ後平均国庫負担率 約 98％

○告示地域の一覧は下表のとおり

災害復旧事業（公共土木施設）の告示地域一覧【農林水産省所管分】
（令和７年３月12日　官報掲載）

災害復旧事業（公共土木施設）の告示地域

石川県

都道府県 郡名 市町村名 市町村名（よみ）

【農林水産省所管分】


